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国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ
７月中に保険証や受給者証を郵送します

後期高齢者医療の保険料額決定通知書を郵送します

国民健康保険税の納税通知書を７月中旬に郵送します 国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ
７月中に保険証や受給者証を郵送します

後期高齢者医療の保険料額決定通知書を郵送します

国民健康保険税の納税通知書を７月中旬に郵送します 国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ
７月中に保険証や受給者証を郵送します

後期高齢者医療の保険料額決定通知書を郵送します

　現在使用している後期高齢者医療被保険者証や国民健康保険高齢受給者証、福祉医療費受給資格者証は、7月
31日で有効期限が切れます。引き続き対象となる人には、7月中に新しい被保険者証、受給者証、受給資格者証を発
送します。8月1日から使用してください。

　後期高齢者医療被保険者証
《対　　象》75歳以上の人、または65歳～74歳までの障害認定を受けていて後期高齢者医療被保険者証をすでに
持っている人です。
新しい被保険者証（水色）が届きましたら、氏名、住所、生年月日等を確認していただき、今まで使用していた被保険者
証は、ご自分で破棄してください。
◆「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、被保険者証と同じく7月31日に期限が切れます。
負担区分等に変更がない場合は、新しい認定証を被保険者証に同封しますので、ご確認ください。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院や、高額な外来診療を受ける際に医療機関に提示すると、医療費の窓
口負担と、入院時の食事代などが所得に応じた負担額でおさえられます。住民税非課税世帯の被保険者の方で、交付
を希望される方は、役場までお問い合わせください。
※希望者には保険証を「簡易書留」でお送りします。ご希望の方は7月12日までに国保係へご連絡ください。

　70～74歳の人の国民健康保険高齢受給者証
《対　　象》国民健康保険に加入している70～74歳までの人（後期高齢者医療制度加入者は除く）です。
《有効期限》来年の7月31日か満75歳になる前日までです。

　ひとり親家庭や障害のある人の福祉医療費受給資格者証
《対　　象》18歳未満の子どもがいるひとり親家庭や、一定の障害のある人で、すでに福祉医療費受給資格者証を
持っている人です。
※対象となる人で、平成27年度の住民税などの申告や資格の確認が必要な人には、その旨を通知します。

国民健康保険税の納税通知書を７月中旬に郵送します
　国民健康保険税は、被保険者のみなさんが病気やけがなどで病院にかかったときの医療費に充てられる大切
な財源です。納期までに納めましょう。
　国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、同一世帯に国保の加入者
がいれば、世帯主宛てに納税通知書が送られます。
■賦課限度額を引き上げます
　所得の高い人でも、国民健康保険税の負担については賦課限度額が決まっています。所得に応じた保険税の
納付となるように、医療給付費分の賦課限度額を５２万円から５４万円に、後期高齢者支援金分の課税限度額
を１７万円から１９万円に引き上げます。これにより中間所得層の被保険者に配慮した保険税設定となりま
す。
■所得の低い人への保険税の軽減措置が拡充されます
　世帯の前年中の所得が定められた所得基準を下回っ
ている場合は、保険税の均等割額と平等割額が所得に
応じて7割・5割・2割軽減されます。この軽減の基準
となる所得額が引き上げられ、5割軽減と2割軽減の対
象が拡大されました。
　ただし、国保加入者に未申告の人がいると軽減がさ
れませんので、必ず申告してください。
問合せ先　住民税務課　税務係　☎82-2113（直通）

　後期高齢者医療の保険料額決定通知書
　後期高齢者医療制度の加入者に、保険料額決定通知書を7月中に発送します。普通徴収の第1期の納期限は7月
31日です。今年度、新たに75歳になる方は、国保税などを口座振替で納付していても、新たに申込みが必要です。

　　　 前年中の総所得の合計額
33万円以下
33万円＋26万円×被保険者数　以下
　　　　　　　　↓
33万円＋26.5万円×被保険者数　以下
33万円＋47万円×被保険者数　以下
　　　　　　　　↓
33万円＋48万円×被保険者数　以下
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第６６回『社会を明るくする運動』について
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

　法務省主唱の『社会を明るくする運動』の強調月間が７月１日から一か月間全国一斉に展開されます。今年で６６回
目を迎えるこの運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれ
の立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
　今年の運動の重点事項は、「出所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと」・「帰るべき場所がな
いまま、刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと」・「薬物依存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環境
を作ること」です。
　犯罪や非行のない明るい社会づくりにそれぞれの立場において御協力をお願いします。
問合せ先　総務課　地域安全係　☎８２－２１１０
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国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ
７月中に保険証や受給者証を郵送します

後期高齢者医療の保険料額決定通知書を郵送します

国民健康保険税の納税通知書を７月中旬に郵送します 国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ
７月中に保険証や受給者証を郵送します

後期高齢者医療の保険料額決定通知書を郵送します

国民健康保険税の納税通知書を７月中旬に郵送します 国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ
７月中に保険証や受給者証を郵送します

後期高齢者医療の保険料額決定通知書を郵送します

　現在使用している後期高齢者医療被保険者証や国民健康保険高齢受給者証、福祉医療費受給資格者証は、7月
31日で有効期限が切れます。引き続き対象となる人には、7月中に新しい被保険者証、受給者証、受給資格者証を発
送します。8月1日から使用してください。

　後期高齢者医療被保険者証
《対　　象》75歳以上の人、または65歳～74歳までの障害認定を受けていて後期高齢者医療被保険者証をすでに
持っている人です。
新しい被保険者証（水色）が届きましたら、氏名、住所、生年月日等を確認していただき、今まで使用していた被保険者
証は、ご自分で破棄してください。
◆「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、被保険者証と同じく7月31日に期限が切れます。
負担区分等に変更がない場合は、新しい認定証を被保険者証に同封しますので、ご確認ください。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院や、高額な外来診療を受ける際に医療機関に提示すると、医療費の窓
口負担と、入院時の食事代などが所得に応じた負担額でおさえられます。住民税非課税世帯の被保険者の方で、交付
を希望される方は、役場までお問い合わせください。
※希望者には保険証を「簡易書留」でお送りします。ご希望の方は7月12日までに国保係へご連絡ください。

　70～74歳の人の国民健康保険高齢受給者証
《対　　象》国民健康保険に加入している70～74歳までの人（後期高齢者医療制度加入者は除く）です。
《有効期限》来年の7月31日か満75歳になる前日までです。

　ひとり親家庭や障害のある人の福祉医療費受給資格者証
《対　　象》18歳未満の子どもがいるひとり親家庭や、一定の障害のある人で、すでに福祉医療費受給資格者証を
持っている人です。
※対象となる人で、平成27年度の住民税などの申告や資格の確認が必要な人には、その旨を通知します。

国民健康保険税の納税通知書を７月中旬に郵送します
　国民健康保険税は、被保険者のみなさんが病気やけがなどで病院にかかったときの医療費に充てられる大切
な財源です。納期までに納めましょう。
　国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、同一世帯に国保の加入者
がいれば、世帯主宛てに納税通知書が送られます。
■賦課限度額を引き上げます
　所得の高い人でも、国民健康保険税の負担については賦課限度額が決まっています。所得に応じた保険税の
納付となるように、医療給付費分の賦課限度額を５２万円から５４万円に、後期高齢者支援金分の課税限度額
を１７万円から１９万円に引き上げます。これにより中間所得層の被保険者に配慮した保険税設定となりま
す。
■所得の低い人への保険税の軽減措置が拡充されます
　世帯の前年中の所得が定められた所得基準を下回っ
ている場合は、保険税の均等割額と平等割額が所得に
応じて7割・5割・2割軽減されます。この軽減の基準
となる所得額が引き上げられ、5割軽減と2割軽減の対
象が拡大されました。
　ただし、国保加入者に未申告の人がいると軽減がさ
れませんので、必ず申告してください。
問合せ先　住民税務課　税務係　☎82-2113（直通）

　後期高齢者医療の保険料額決定通知書
　後期高齢者医療制度の加入者に、保険料額決定通知書を7月中に発送します。普通徴収の第1期の納期限は7月
31日です。今年度、新たに75歳になる方は、国保税などを口座振替で納付していても、新たに申込みが必要です。

　　　 前年中の総所得の合計額
33万円以下
33万円＋26万円×被保険者数　以下
　　　　　　　　↓
33万円＋26.5万円×被保険者数　以下
33万円＋47万円×被保険者数　以下
　　　　　　　　↓
33万円＋48万円×被保険者数　以下
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生
納
付
特
例
制
度

　
本
人
が
学
生
で
、前
年
所
得
が
一
定
の
基
準
以
下
の
場
合
、申
請
し
承
認
を
受
け
る
と
、

学
生
期
間
中
の
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　
今
年
度
の
猶
予
期
間
は
平
成
28
年
４
月
か
ら
平
成
29
年
３
月
ま
で
で
す
。

―
申
請
は
原
則
と
し
て
毎
年
必
要
で
す
―

　
今
ま
で
保
険
料
を一部
免
除
等
さ
れ
て
お
り
引
き
続
き
希
望
さ
れ
る
方
は
、前
年
度
の
期

間
が
６
月
で
終
了
し
ま
す
の
で
、７
月
以
降
に
住
民
税
務
課
住
民
係
の
窓
口
か
高
崎
年
金

事
務
所
で
免
除
申
請
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、申
請
は
原
則
と
し
て
毎
年
必
要
で
す
が
、全
額
免
除（
失
業
に
よ
る
特
例
を
除

く
）・納
付
猶
予
に
つ
い
て
は
、申
請
時
に
免
除
等
を
継
続
す
る
希
望
を
申
し
出
て
い
た
だ
け

ば
次
年
度
以
降
の
申
請
が
不
要
と
な
り
ま
す
。（
学
生
納
付
特
例
の
場
合
は
学
生
の
期
間
に

つ
い
て
は
不
要
。）

※
２
年
１
か
月
前
の
期
間
ま
で
遡
っ
て
免
除
等
の
申
請
が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
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第６６回『社会を明るくする運動』について
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

　法務省主唱の『社会を明るくする運動』の強調月間が７月１日から一か月間全国一斉に展開されます。今年で６６回
目を迎えるこの運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれ
の立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
　今年の運動の重点事項は、「出所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと」・「帰るべき場所がな
いまま、刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと」・「薬物依存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環境
を作ること」です。
　犯罪や非行のない明るい社会づくりにそれぞれの立場において御協力をお願いします。
問合せ先　総務課　地域安全係　☎８２－２１１０


